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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
北
方
四
島
へ
の
日
本
国
憲
法
の
適
用
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

北
方
四
島
は
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
日
本
国
憲
法
は
北
方
四
島
に
も
施
行
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
北
方
四
島

は
ロ
シ
ア
連
邦
が
法
的
根
拠
な
く
し
て
占
拠
し
て
お
り
、
政
府
は
、
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦

と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
と
の
方
針
の
下
、
引
き
続
き
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
の
間
で
交
渉
す
る
考
え
で
あ
る
。


